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「孤独・孤立対策重点計画」関連の動き（第２回推進会議開催以降）
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（参考）現行の重点計画における見直し規定
（３）重点計画の見直し
地方公共団体、孤独・孤立対策地域協議会、関係機関等の意見を継続して聴きながら、必要に応じて、

重点計画全般の見直しの検討を行う。また、これらを行う際には、有識者における審議等を行うこととする。
「Ⅲ.具体的施策」については、原則として、毎年度、各施策の実施状況のエビデンスに基づく評価・検証を行う
とともに、関係府省庁の取組内容に応じて追加・修正等の改正を行うこととする。

○孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議（第５回:1/16、第６回:3/5）において、若者
の孤独・孤立対策や、社会的なつながりが必要な当事者等を地域における居場所やつながりに
結びつけるための取組の推進などについて議論（今後も論点ごとに継続的に議論）

○全国版官民連携プラットフォームにおいても、継続的に議論

令和８年１月
以降

令和７年５月

○孤独・孤立対策推進会議（第３回:5/15）において、地方公共団体（鳥取県、広島県福山市）、
全国版官民連携プラットフォームからのヒアリングを実施
○重点計画改定案のパブリック・コメント実施（5/17～5/21）
○孤独・孤立対策推進本部（第３回:5/27）において重点計画を一部改定
○骨太方針（2025）において、重点計画に沿って孤独・孤立対策の取組を進めることを明記

令和７年２月 ○孤独・孤立対策推進会議（第２回:２/７）を開催
→ 三原大臣（当時）から、重点計画のアップデートに向けた検討指示

令和７年４月
○孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議（第４回:4/７）を開催し、重点計画の改定に向
けて「有識者意見」について議論を行い、５月に取りまとめ（推進会議（第３回）で報告）
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孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画（R6.6.11決定（R7.5.27一部改定））のポイント
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